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倫理綱領 

 
⼀般社団法⼈ ファイナンシャル・アドバイザー協会 

 
 社会構造・経済環境の変化等を受け、⼀般⽣活者の資産形成・運⽤の必要性が⾼まるな
か、単に⾦融商品の売買の媒介を⾏うのみならず、顧客のライフステージに応じた資産計
画の策定、さらにはその⽬標達成に向けた実⾏⽀援までも⾏なう、ファイナンシャル・ア
ドバイザーに寄せられる期待がより⼀層強くなりつつある。 

⼀⽅、顧客が安⼼してファイナンシャル・アドバイザーを⾃らのアドバイザーとして⻑
期的に活⽤する上で、ファイナンシャル・アドバイザーが何よりも顧客の最善の利益に資
するという基本姿勢を持っていることに加え、多種多様な幅広い⾦融商品の中から最適と
考えられるものを提案するといった顧客本位の業務運営を⾏っており、顧客側もそのこと
を⼗分に理解しているという前提が必要不可⽋である。 
 ファイナンシャル・アドバイザー協会（以下、「本協会」）の正会員は、ファイナンシャ
ル・アドバイザーに対するこうした顧客たる⼀般⽣活者からの信任や社会からの期待に応
え、ファイナンシャル・アドバイザーの社会的使命を再確認するため、ここに業務を⾏な
う上での根幹となる以下 10 項⽬から成る倫理綱領を定め、業務を遂⾏するに当たって遵守
することを宣⾔する。 
 また、本協会の委託正会員は、正会員に対して⾦融商品の売買の媒介等を委託する⾦融
商品取引業者等として、正会員が本倫理綱領を遵守するため、最⼤限の⽀援を⾏なうこと
を宣⾔する。 
 
1. 顧客本位の業務運営の徹底 

正会員は、顧客側に⽴つ購買代理⼈としての意識を強く持った上で、包括的かつ継
続的に顧客の最善の利益に資することを最優先し、顧客の安定した資産計画を誠実か
つきめ細やかにサポートするため、客観性・専⾨性をもって接することを⾏動基準と
するとともに、それが継続して可能となるような体制整備や契約管理等を⾏なう。 
 

2. 顧客に最適なサービスの提供 
正会員は、顧客に対して最良の役務を提供し、顧客の最善の利益に資することがで

きるよう、単に⾦融商品を販売するのではなく、顧客のライフステージに応じた最適
な資産計画の提案及びその⽬標達成のための実⾏⽀援を⾏なう⾃らの役割及びその重
要性を認識したうえで、多種多様な幅広い⾦融商品の中から最適と考えられるものを
提案する。 
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3. 利益相反の適切な管理 
正会員は、顧客との間で利益相反が⽣じる可能性について正確に把握するとともに、

予め具体的な対応策を講じるなど、その可能性がある場合には適切に管理する体制整
備を図り、顧客にもその可能性や管理⽅法等についてわかりやすく開⽰する。 

 
4. 合理的かつ明確な⼿数料体系 

 正会員は、利益相反を適切に管理するという観点より、提供する役務の対価として
合理的な⼿数料体系を整備し、顧客からアドバイスの対価を得る⼿数料体系や顧客の
⻑期的利益に資する⼿数料体系、例えばフィーベース等の拡⼤を⽬指すとともに、当
該⼿数料がどの役務の対価であるか明確に顧客が理解できるようわかりやすく開⽰す
る。 

 
5. 法令等の遵守 

正会員は、法令等遵守の重要性を再認識した上で、あらゆる法令やルールを誠実に
遵守し、また、法令等遵守体制のより⼀層の強化を進める。 
 

6. ⾼い専⾨性及び倫理観の保持 
正会員は、顧客に対して⻑期的かつ継続的に最良の役務を提供し、顧客の最善の利

益に資することができるよう、⾼い専⾨性及び倫理観を保持し、それが業務運営に浸
透・定着することの重要性を認識し、継続して⾃らの研鑽に努める。 

 
7. わかりやすい情報開⽰ 

正会員は、顧客が⼗分かつ公正な情報に基づいて主体的に判断を下せるよう、⾦融
商品や市場動向等に関する情報に加え、経営⽅針や理念、役職員の専⾨性、役務内容、
⼿数料体系等の⾃らに関する情報についても、顧客が理解できるようわかりやすい⽅
法で開⽰・提供する。 
 

8. ⾦融教育への貢献 
正会員は、顧客が⾃らの資産計画の策定や⾦融商品の売買等について主体的に意思

決定することの重要性を認識し、⾦融商品や⾦融市場等に関する積極的な情報発信を
⾏なうのみならず、顧客の⾦融知識の深耕等を⽀援するための啓蒙・教育活動等に努
める。 

 
9. 健全な財務状況の維持 

正会員は、⻑期的かつ適切に顧客に対する役務提供を継続できるよう、健全な財務
状況の維持を重視した営業活動に努める。 
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10. 適切な報酬・業績評価体系及びガバナンス体制の整備 

正会員は、本協会や外部諸団体と連携しながら、本倫理綱領に沿った顧客本位の業
務運営が⾏われることを担保するため、顧客の最善の利益を追求するための⾏動や顧
客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績
評価体系や適切なガバナンス体制を整備する。 

 
以上 

 
制定： 令和２年４⽉ 9 ⽇ 


